
岩手県監査委員告示第11号 

 地方自治法（昭和22年法律第67号）第199条第２項及び第４項の規定により行った監査の結果を次のとおり公表する。 

  平成23年３月８日 

                                        岩手県監査委員 千 葉 康一郎  

                                        岩手県監査委員  下 正 信  

                                        岩手県監査委員 伊 藤 孝次郎  

                                        岩手県監査委員 工 藤 洋 子  

１ 岩手県立高田病院 

  監査執行年月日 平成23年１月６日 

  担当監査委員 千 葉 康一郎、工 藤 洋 子 

  監査の結果 

 (１) 経営の状況（平成22年９月末現在） 

  ア 患者数 

比 較 
区 分 平成22年度 前年度同期 

人 数 増減率 

人 人 人 ％
入院 

10,118 9,731 387 4.0

外来 25,635 22,649 2,986 13.2

  イ 経営収支 

比 較 
区 分 平成22年度 前年度同期 

金 額 増減率 

千円 千円 千円 ％
事業収益 

449,814 384,194 65,620 17.1

事業費用 617,105 561,814 55,291 9.8

収支差引額 △167,291 △177,620 10,329 5.8

 (２) 予算の執行及び財産の管理の状況 おおむね良好と認められる。 

２ 岩手県立江刺病院 

  監査執行年月日 平成23年１月25日 

  担当監査委員  下 正 信、伊 藤 孝次郎 

  監査の結果 

 (１) 経営の状況（平成22年９月末現在） 

  ア 患者数 

比 較 
区 分 平成22年度 前年度同期 

人 数 増減率 

人 人 人 ％
入院 

16,625 15,440 1,185 7.7

外来 35,417 40,950 △5,533 △13.5

  イ 経営収支 

比 較 
区 分 平成22年度 前年度同期 

金 額 増減率 



千円 千円 千円 ％
事業収益 

767,631 755,549 12,083 1.6

事業費用 1,051,262 1,057,959 △6,697 △0.6

収支差引額 △283,631 △302,410 18,780 6.2

 (２) 予算の執行及び財産の管理の状況 おおむね良好と認められる。 

３ 岩手県立大東病院 

  監査執行年月日 平成23年１月６日 

  担当監査委員  下 正 信、伊 藤 孝次郎 

  監査の結果 

 (１) 経営の状況（平成22年９月末現在） 

  ア 患者数 

比 較 
区 分 平成22年度 前年度同期 

人 数 増減率 

人 人 人 ％
入院 

9,093 9,772 △679 △6.9

外来 11,148 12,085 △937 △7.8

  イ 経営収支 

比 較 
区 分 平成22年度 前年度同期 

金 額 増減率 

千円 千円 千円 ％
事業収益 

333,153 334,362 △1,208 △0.4

事業費用 573,546 572,603 943 0.2

収支差引額 △240,393 △238,241 △2,152 △0.9

 (２) 予算の執行及び財産の管理の状況 おおむね良好と認められるが、留意改善を要する事項は次のとおりである。 

財産の管理に当たり、不動産管理簿を作成していないもの及び整理していないものがあったので、適正な事務の執行に努め

られたい。 

４ 岩手県立大病院 

  監査執行年月日 平成23年１月13日 

  担当監査委員 千 葉 康一郎、伊 藤 孝次郎 

  監査の結果 

 (１) 経営の状況（平成22年９月末現在） 

  ア 患者数 

比 較 
区 分 平成22年度 前年度同期 

人 数 増減率 

人 人 人 ％
入院 

10,273 13,816 △3,543 △25.6

外来 19,802 21,254 △1,452 △6.8

  イ 経営収支 

比 較 
区 分 平成22年度 前年度同期 

金 額 増減率 



千円 千円 千円 ％
事業収益 

385,693 426,132 △40,440 △9.5

事業費用 572,082 655,737 △83,655 △12.8

収支差引額 △186,389 △229,605 43,216 18.8

 (２) 予算の執行及び財産の管理の状況 おおむね良好と認められるが、留意改善を要する事項は次のとおりである。 

健康診断料等の徴収に当たり、相当期間経過してから調定しているものが１件、592,190円あったので、適正な事務の執行に

努められたい。 
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